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人
間
尊
重
の
再
認
識

斉

　
か
け
が
え
の
な
い
人
間
の
尊
重
が

今
臼
ほ
ど
や
か
ま
し
く
叫
ぱ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
時
代
は
な
い
。
先
日
も

連
続
射
殺
學
件
の
し
か
も
＋
九
の
青

年
で
、
悪
の
観
念
も
持
ち
合
せ
て
い

な
い
に
い
た
っ
て
は
、
あ
き
れ
る
ほ

か
な
い
。
全
く
今
日
ほ
ど
人
命
を
軽

視
さ
れ
て
い
る
時
代
も
珍
ら
し
い
。

戦
畿
の
人
権
思
想
の
発
達
は
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
る
o
口
を
開
く
と
人

権
の
尊
重
が
叫
ぱ
れ
、
刑
務
所
の
更

員
も
一
時
は
手
も
足
も
出
さ
な
か
っ

た
保
釈
金
を
つ
め
ば
”
お
礼
参
り
灘

に
ゆ
く
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
み

す
み
す
身
柄
を
釈
放
し
な
け
れ
は
な

ら
な
い
。

　
憲
法
二
十
五
条
に
い
う
ρ
す
べ
て

の
国
民
は
。
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
が
あ
る
御

の
を
タ
テ
に
、
働
か
な
い
の
に
金
一

封
を
要
求
す
る
。

　
自
動
車
の
運
転
手
が
交
通
違
反
を

や
り
、
現
場
を
わ
さ
え
ら
れ
る
と

ρ
科
料
を
出
せ
ば
文
句
は
な
い
だ
ろ

う
”
と
、
文
句
を
言
っ
て
い
る
の
を

先
■
出
京
の
節
こ
の
耳
で
、
目
で
、

見
聞
し
て
驚
い
て
し
ま
う
。
家
庭
裁

判
所
は
躍
離
婚
横
丁
即
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
三
ド
り
半
の
離
婚
が
め
っ
き
り

ふ
え
て
い
る
そ
う
だ
o
婦
人
が
男
女

同
権
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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藤

大

馨

権
と
い
い
売
れ
残
り
躍
は
一
幅
の
マ

ン
圃
で
あ
る
。
十
代
の
ハ
イ
テ
ィ
ー

ン
が
た
穿
わ
け
も
な
く
か
ん
た
ん
に

自
殺
を
す
る
o
夜
の
さ
か
り
場
を
ア

ベ
ッ
ク
で
歩
い
て
い
る
の
が
、
シ
ャ

ク
だ
と
い
っ
て
、
き
り
つ
け
た
ロ
ー

テ
ィ
ー
ン
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
こ
れ
で
は
人
権
が
尊
重
さ
れ
て
い

る
の
か
、
い
な
い
の
か
さ
っ
ば
り
わ

か
ら
な
い
。

　
”
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人

権
の
享
膏
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
憲
法

が
国
民
に
保
瞳
す
る
基
本
的
人
権
は

侵
す
こ
と
の
出
来
な
い
永
久
の
権
利

と
し
て
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
民
に

与
え
ら
れ
る
θ
こ
の
憲
法
十
一
条
の

規
定
が
、
ど
う
も
の
み
込
め
て
い
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
に
、
自
分
の
権
利
ぱ
か
り
を
主

張
し
て
、
一
向
に
相
手
の
権
利
を
認

め
よ
う
と
は
し
な
い
。
基
本
的
人
権

の
美
し
い
こ
と
ぱ
を
か
く
れ
ミ
ノ
に

一し
、
利
己
主
義
の
横
車
を
⑯
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
る
。

　
基
本
的
八
間
は
、
人
間
そ
の
も
の

に
与
え
ら
れ
た
個
有
の
人
権
で
あ
る

自
分
が
与
え
ら
れ
る
と
同
様
に
、
他

人
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
ヤ
九

手
万
人
国
民
の
一
人
、
　
一
人
が
も
っ

て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
憲
法
が
保

瞳
し
て
い
る
。

　
だ
か
ら
国
家
が
保
瞳
し
な
か
・
た

ら
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
南

ア
フ
リ
カ
運
邦
の
原
住
民
に
は
、
基

本
的
人
権
は
な
い
。
こ
こ
で
考
え
た

い
の
は
、
躍
人
間
の
尊
厳
性
躍
は
、
そ

ん
な
底
の
浅
い
、
あ
や
ふ
や
な
も
の

か
ど
う
か
で
あ
る
。
先
哲
は
人
間
に

生
れ
る
こ
の
む
す
か
し
さ
を
「
三
千

年
に
一
度
し
か
海
の
上
へ
出
て
こ
な

い
メ
ク
ラ
の
カ
メ
が
腐
木
に
逢
う
が

如
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
人
身

得
る
こ
と
難
し
と
さ
と
し
て
い
る
o

　
こ
れ
は
ま
こ
と
に
短
か
い
書
葉
だ

が
か
み
し
め
る
ほ
ど
陳
合
い
が
深
い

世
の
中
に
生
き
と
し
、
生
け
る
も
の

は
何
千
万
何
億
種
類
あ
る
か
し
れ
な

い
。
そ
の
な
か
で
お
た
が
い
は
、
人

間
ζ
し
て
生
を
う
け
た
の
で
あ
る
。

　
ど
う
し
て
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
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越
後
田
沢
駅
よ
り
、
国
道
百
十

七
号
線
に
治
二
て
荒
屋
部
落
の
中

程
に
入
る
乙
、
左
側
に
朱
色
の
鳥

居
が
目
に
つ
く
o
こ
の
門
こ
そ
桔

梗
原
の
玄
関
口
で
あ
る
o
こ
の
地

点
よ
り
、
一
キ
。
四
万
視
野
の
中
に

清
津
川
右
摩
上
流
へ
平
行
し
て
、

整
然
と
区
画
さ
れ
た
美
出
の
中
を

幅
鼻
五
麿
の
稲
荷
街
道
が
一
♂
層

程
直
線
を
描
い
て
い
る
o
そ
の
半

道
五
百
暦
経
た
所
に
県
立
内
水
面

水
試
場
が
あ
っ
て
、
二
診
の
養
魚

場
の
周
囲
に
桜
が
植
え
て
あ
り
、

毎
年
見
事
な
花
が
咲
き
花
見
で
賑

わ
う
。
更
に
五
百
層
程
段
丘
を
歩

む
と
、
こ
ん
も
り
と
し
た
森
に
突

き
あ
た
る
。
樹
令
二
百
余
年
の
山

毛
樺
（
ブ
ナ
）
穴
樹
の
中
に
桔
梗
原

の
由
来
を
象
徴
す
る
田
開
稲
荷
神

社
が
あ
る
。
そ
の
境
内
の
か
た
わ

ら
に
、
つ
つ
じ
花
咲
く
中
に
遺
族

軍
人
会
の
建
豆
（
大
正
四
年
）
に

よ
る
戦
没
者
の
英
霊
を
杞
る
忠
魂

碑
が
あ
り
、
雪
消
え
と
も
な
れ
ぱ

桜
の
花
咲
き
、
う
ぐ
い
す
の
音
の

時
折
耳
に
し
、
深
閑
の
中
に
霊
が

安
ら
か
に
眠
っ
て
い
る
o
又
松
林

あ
り
、
そ
の
中
央
に
昭
和
十
八
、
九

年
の
頃
青
年
学
校
が
あ
り
、
銃
剣

が
、
現
在
の
社
殿
は
明
治
三
十
八

年
建
造
で
ま
だ
年
代
は
新
し
い
が

社
裏
に
苔
蒸
す
石
の
詞
が
あ
る
o

こ
れ
に
は
宝
暦
†
二
壬
午
年
四
月

吉
日
八
ヵ
村
と
刻
が
ど
う
に
か
読

み
取
れ
る
。
今
か
ら
二
百
七
伍
前

の
こ
と
で
あ
り
、
又
天
明
六
年
午

六
月
（
西
暦
一
七
八
六
年
）
に
正

〈
部
落
紹
介
V
⑩

桔
梗
原
部
落

術
の
練
習
な
ど
あ
り
て
、
当
時

の
若
者
の
勇
壮
な
面
影
が
偲
ば
れ

り
禽
そ
し
て
こ
の
地
点
よ
り
南
側

を
見
渡
す
と
、
旧
倉
俣
村
全
域
と

清
津
川
流
域
が
断
崖
の
上
よ
り
一

望
に
し
て
、
誠
に
眺
望
の
よ
い
と

こ
ろ
で
あ
る
o
さ
て
桔
梗
原
の
起

源
に
つ
き
、
先
す
は
鎮
守
で
あ
る

一
位
出
開
稲
荷
位
大
明
神
と
官
位

が
ゆ
る
さ
れ
＼
当
時
の
古
文
書
が

今
日
保
存
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の

伏
見
稲
荷
よ
り
勧
請
し
来
り
、
春

の
旧
初
午
と
夏
の
七
月
十
二
日
を

大
祭
典
日
と
し
今
日
奉
行
に
致

っ
て
い
る
o
桔
梗
原
、
そ
の
名
の

ご
と
く
往
琶
に
は
荒
野
に
桔
硬
が

咲
き
ざ
か
っ
て
居
り
、
地
元
八
ヵ

郷
の
入
会
地
と
し
、
草
刈
場
等
に

刹
用
し
居
り
、
今
日
の
美
水
田
化

に
至
る
に
は
祖
先
の
苦
労
、
困
窮
、

労
費
、
粉
骨
砕
身
の
お
か
げ
を
我

々
は
深
く
敬
意
を
表
す
る
o
元
来

水
不
足
地
に
て
清
津
川
東
田
尻
か

ら
の
引
水
は
、
難
渋
工
串
で
当
時

田
沢
村
庄
野
五
郎
兵
衛
始
め
頸
城

郡
の
請
負
役
、
庄
屋
連
地
元
白
姓

等
の
尽
刀
に
よ
り
、
測
量
に
は
灯

火
を
頼
み
に
断
崖
に
灯
り
を
つ
け

夜
間
対
岸
か
ら
見
当
つ
け
て
水
路

を
作
り
、
新
開
場
の
用
水
と
し
、

天
明
の
飢
饒
を
救
え
し
と
あ
る
o

そ
の
後
幾
度
の
開
墾
に
よ
り
現
住

の
桔
硬
原
土
地
改
良
区
を
設
置
し

耕
地
整
理
を
昭
和
二
年
実
施
に
至

れ
り
、
今
年
も
豊
作
と
な
り
瑞
穂

は
重
く
た
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
G
・
H
生
）
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か
を
考
え
る
と
、
こ
ん
な
ふ
し
ぎ
な

こ
と
は
な
い
。
現
代
に
奇
蹟
が
あ
る

と
し
た
ら
、
人
間
に
生
を
受
け
た
こ

と
で
あ
る
。
　
“
う
れ
し
く
も
人
と
生

ま
れ
て
み
仏
の
、
さ
と
り
の
道
も
こ

藻
り
ぞ
参
度
人
間
と
し
て

生
ま
れ
た
こ
と
え
の
限
り
な
い
歓
喜

で
あ
る
◎
　
”
人
間
受
け
難
し
、
い
ま

す
で
に
う
く
”
の
生
へ
の
勇
躍
歓
喜

で
あ
る
。

　
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
に
生
ま
れ
た

の
で
は
な
い
。
生
ま
る
べ
く
し
て
生

ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
み
て
く
る

と
、
か
け
が
え
の
な
い
貴
い
存
在
だ

と
わ
か
る
し
、
前
世
も
あ
れ
ば
来
世

も
立
派
に
内
観
さ
れ
る
。

　
新
憲
法
に
い
う
基
本
的
人
権
も
、

宗
教
的
な
人
間
観
に
裏
づ
け
さ
れ
て

こ
そ
は
じ
め
て
意
義
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
人
間
尊
重
は
断
じ
て
利

己
主
義
で
は
な
い
。
と
も
に
生
き
、

と
も
に
生
か
さ
れ
る
根
元
的
な
も
の

の
道
埋
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
律
以
前

の
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
ら
な
か
っ
た

ら
す
ぺ
て
の
こ
と
は
忘
想
転
倒
す
る

で
あ
ろ
う
。

顯
灘
懸
雛
㎜

◎
産
劃

子
の
名

桑
原
和
歌
子

井
ノ
川
房
子

山
本
和
則

清
滝
和
哉

滝
沢
尚
子

父
の
名

恒
太
郎

甲
太

利
雄

満
夫

寿
雄

角程山田東部
　　　　田落
間島崎中尻名

井
之
川
清
秀
　
福
　
一
　
　
小
　
沢

徳
井
靖
栄
吉
芋
沢

◎
高
砂

｛　
新
郎
　
村
山
　
勝
利
（
二
む
冨
　
中

新
婦
　
樋
ロ
　
ノ
リ
（
♂
）
通
リ
山

｛
翻
麟
選
　
矯

｛　
新
郎
　
樋
口
　
正
雄
（
蕊
も
小
　
原

　
新
婦
　
樋
ロ
　
ケ
ン
（
二
も
小
　
原

◎
昇
天氏

名
　
　
年
令
　
部
落
名

古
高
カ
ネ
　
　
（
八
六
）
朴
木
沢
新
田

鈴
木
卓
郎
（
一
f
）
　
重
地

冨
井
幸
治
（
七
〇
山
崎

藤
ノ
木
陸
蔵
（
七
〇
）

小
出

大
島
　
ミ
ツ
　
　
（
八
↓
　
芋
川
新
田

ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル

会
員
募
集
。

　
安
あ
が
り
で
、
し
か
も
軽
快
な
服

装
で
、
た
の
し
く
ゆ
か
い
に
旅
を
し

よ
う
と
、
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
の
会
員

を
募
集
し
て
い
ま
す
o
く
わ
し
い
こ

と
を
知
り
た
い
方
は
、
芋
沢
、
大
島

誠
司
又
は
、
田
沢
郵
便
局
内
、
山
田

正
人
宛
ご
連
絡
下
さ
い
。

【
訂
正
】
三
月
量
嘆
村
議

会
の
議
員
の
報
酬
及
ひ
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
で
、
議

員
一
万
一
千
円
と
あ
る
は
、
一
万
三

千
円
の
誤
り
で
、
昭
和
四
十
四
年
度
、

中
里
村
一
般
会
計
予
算
、
各
款
構
成

比
図
中
「
才
出
」
に
お
い
て
「
災
害
復

旧
費
、
一
億
四
千
百
三
万
一
千
円
」

と
あ
る
の
は
「
千
四
百
三
万
一
千

円
」
の
誤
り
で
す
の
で
、
訂
正
い
た

し
ま
す
。
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毎
定
…

教
職
員
の
人
事

大
巾
な
校
長
異
動

　
恒
例
の
年
度
末
に
お
け
る
学
校
教

職
員
の
人
事
異
動
が
去
る
四
月
一
日

付
で
県
教
育
委
員
会
か
ら
発
表
さ
れ

た
。
中
里
村
に
お
い
て
も
転
出
者
十

四
名
、
退
職
者
四
名
、
転
入
者
十
五

　
　
【
白
岩
嘉
男
田
沢
中
学
校
長
】

懲
驚

【
八
木
晋
作
貝
野
中
学
校
畏
】

職

【
小
林
達
雄
高
道
山
小
学
校
侵
】

藤
田
庚
二
校
長
退
職

名
の
異
動
が
あ
っ
た
。

　
校
長
の
異
動
で
は
、
教
目
生
活
三

十
九
年
デ
藤
田
庚
二
田
沢
中
学
校

長
が
勇
退
し
、
後
任
に
は
侵
岡
新
組

第
二
小
学
校
よ
り
、
白
岩
嘉
男
氏
．

ま
た
江
口
義
夫
貝
野
中
学
校
長
は
長

岡
、
深
沢
小
学
校
長
に
栄
転
し
、
後

任
に
は
北
魚
沼
、
川
口
中
学
校
よ
り

八
木
晋
作
氏
が
、
高
橋
又
夫
高
道

山
小
学
校
長
は
、
三
島
郡
脇
野
町
小

学
校
侵
に
栄
転
、
後
任
に
は
刈
羽
郡

二
田
中
学
校
よ
り
小
林
遠
雄
氏
、
石

【
斉
藤
重
直
貝
野
小
学
校
長
】

【
山
本
広
清
津
峡
小
学
校
長
】

難

井
靖
次
貝
野
小
学
校
長
は
、
北
蒲
原

郡
、
新
金
塚
小
学
校
長
に
栄
転
、
後

任
に
は
長
岡
、
日
越
小
学
校
よ
り
斉

藤
重
直
氏
が
、
阿
部
九
二
三
郎
清
津

峡
小
学
校
長
は
、
中
頸
城
郡
黒
川
小

学
校
艮
に
栄
転
し
、
後
任
に
は
栃
尾

一
之
貝
小
学
校
よ
り
山
本
広
氏
が
そ

れ
ぐ
発
令
さ
れ
た
。

　
な
お
中
里
村
に
蒲
け
る
教
職
員
人

事
異
動
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
o

◎
退
職
者

田
沢
中
学
校
長
　
　
　
藤
田

高
道
山
小
助
教
諭
　
　
富
井

　
　
〃
　
　
　
　
鈴
木

清
津
峡
小
養
護
助
教
諭

典陞庚
子治二

　
　
　
　
　
　
　
　
倉
田
フ
サ
子

◎
転
出

▽
田
沢
小
学
校

土
屋
　
仁
雄
（
南
魚
堀
ノ
内
小
）

▽
倉
俣
小
学
校

風
巻
　
恵
二
（
田
沢
小
）

出
来
島
精
一
（
新
潟
、
小
針
小
）

▽
清
津
峡
小
学
校

阿
部
九
二
三
郎
（
中
頸
城
黒
川
小
）

鵜
川
　
龍
子
（
高
道
山
小
）

進
藤
　
貞
一
（
南
魚
、
薮
神
小
）

▽
高
道
山
小
学
校

高
橋
　
又
夫
（
三
島
脇
野
町
小
）

▽
貝
野
小
学
校

石
井
　
靖
次
（
北
蒲
、
新
金
塚
小
）

▽
田
沢
中
学
校

渡
辺
　
正
也
（
見
附
中
）

久
保
田
英
雄
（
見
附
、
北
谷
中
）

▽
貝
野
中
学
校

江
口
　
義
夫
（
長
岡
、
深
沢
小
）

高
野
征
司
（
侵
岡
、
山
本
中
）

▽
倉
俣
甲
学
校

大
島
　
文
裕
（
津
南
中
）

長
沢
謙
次
（
田
沢
中
）

◎
転
入
者

▽
田
沢
小
学
校

露
恵
二
（
薬
）

▽
高
道
山
小
学
校

小
林
達
雄
（
刈
羽
、
二
田
中
）

多
賀
　
淳
一
（
新
卒
）

鵜
川
龍
子
（
清
津
峡
小
）

▽
倉
俣
小
学
校

鹿
田
　
房
男
（
南
魚
、
塩
沢
中
）

小
川
　
　
武
（
糸
魚
川
小
）

▽
清
湧
峡
小
学
校

一山
本
　
　
広
（
栃
尾
一
之
貝
小
）

柴
田
　
順
子
（
新
卒
）

▽
田
沢
中
学
校

白
岩
　
嘉
男
（
長
岡
新
組
第
二
小
）

長
沢
　
謙
次
（
倉
俣
中
）

小
林
　
　
健
（
西
蒲
原
、
升
潟
中
）

▽
倉
俣
中
学
校

戸
田
　
直
宏
（
刈
羽
城
北
中
）

▽
貝
野
中
学
校

八
木
晋
作
（
北
魚
、
川
口
中
）

佐
藤
由
弘
（
村
上
、
上
海
府
中
）

新
任
の
ご
あ
い
さ
っ

田
沢
中
学
校
長

　
こ
の
た
び
教
職
員
の
異
動
に
よ
り

ま
し
て
、
再
度
中
里
村
の
勤
務
を
命

ぜ
ら
れ
、
過
出
田
沢
中
学
校
へ
着
任

い
た
し
ま
し
た
。

　
ご
当
地
は
四
年
前
ま
で
の
三
年
間

を
田
沢
小
学
校
教
頭
と
し
て
、
家
族

と
も
ど
も
格
別
の
お
世
話
に
な
っ
た

と
こ
ろ
、
従
っ
て
四
年
間
の
長
岡
在
・

住
に
お
い
て
も
．
家
族
の
話
題
は
事

あ
る
毎
に
田
沢
の
生
活
に
及
ん
で
居

り
ま
し
た
。
こ
と
に
新
聞
紙
上
に
田

沢
中
学
校
の
活
躍
が
目
に
と
ま
る
と

全
家
族
が
そ
の
話
を
糸
口
に
し
て
更

に
話
題
が
発
農
し
て
居
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
図
ら
す
も
、
そ
の
田
沢

中
学
校
へ
と
い
う
話
を
聞
き
、
そ
の

重
責
を
思
う
時
、
到
底
私
ご
と
き
者

の
任
に
非
す
～
再
三
ご
辞
退
致
し
た
．

の
で
す
が
、
一
度
決
定
し
た
も
の
を

難
馨
婁

白
岩
嘉
男

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

田
沢
中
学
校
は
中
里
村
の
教
育
の

中
心
を
な
す
と
言
っ
て
も
過
琶
で
は

な
く
、
ま
た
歴
代
の
校
長
が
心
血
を

そ
＼
い
で
営
々
と
し
て
今
日
の
輝
か

し
い
伝
統
と
成
果
を
築
き
上
げ
て
来

た
学
校
で
あ
り
、
更
に
加
え
て
村
当

局
者
、
P
T
A
、
そ
の
他
学
校
関
係

者
の
寄
せ
ら
れ
る
限
り
な
い
教
育
愛

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
来
た
学
校
で

あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
居
り
ま
す
．

　
果
し
て
私
ご
と
き
に
勤
ま
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
と
に
よ
る

と
後
退
さ
え
も
し
か
ね
な
い
恐
れ
を

抱
い
て
着
任
い
た
し
ま
し
た
o
幸
い

に
強
烈
な
職
昌
組
織
に
助
け
ら
れ
な

が
ら
何
と
か
こ
の
重
責
を
果
し
て
行

き
た
い
も
の
と
決
心
し
て
居
り
ま
す

　
先
任
前
任
の
校
長
に
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
以
上
の
学
校
愛
、
教
育
愛
を
賜

わ
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
し
て

着
任
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
‘

退
任
の
ご
あ
い
さ
つ

前
田
沢
中
学
校
長

　
三
月
三
十
一
日
付
を
以
っ
て
、
三

十
九
年
間
の
教
昌
生
活
を
終
ら
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
．

　
田
沢
中
学
校
長
と
し
て
四
年
間
、

何
も
な
す
こ
と
な
く
過
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
中
魚
、
十
日
町
の
中
里
地

区
は
重
要
な
ポ
ス
ト
で
あ
り
ま
す
。

藤
田
庚
二

に
も
か
N
わ
ら
す
こ
の
不
甲
斐
な
さ

は
、
ひ
た
す
ら
深
謝
す
る
の
み
で
あ

り
ま
す
。

　
苗
場
の
春
風
と
溝
津
の
せ
＼
ら
ぎ

を
思
い
、
感
慨
無
量
で
あ
り
ま
す
．

　
日
本
民
族
の
危
機
感
ざ
え
思
わ
せ

　
　
　
　
　
　
（
二
面
へ
つ
づ
く
）
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就
任
の
．

　
　
　
中
里
村
消
防
団
長

こ
あ
い
さ
つ

　
消
防
団
の
亀
鑑
で
あ
り
、
良
き
指

導
者
と
し
て
御
活
躍
下
さ
れ
た
鈴
木

消
防
団
長
が
、
こ
の
た
び
病
気
の
た

め
と
は
言
い
退
任
さ
れ
ま
す
こ
と
は

消
防
団
と
し
て
ま
こ
と
に
残
念
の
限

り
で
ご
ざ
い
ま
す
．

　
さ
て
、
そ
の
後
任
と
し
て
四
十
四

年
四
月
一
日
付
を
も
ち
ま
し
て
、
は

か
ら
す
も
私
が
消
防
団
長
の
軍
責
を

担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
よ

り
浅
学
菲
才
の
身
で
は
ご
ざ
い
ま
す

吉
楽
福
一
郎

が
、
消
防
団
員
歯
．
し
て
二
十
五
年
の

経
験
を
生
か
し
、
申
里
村
の
防
災
の

た
め
に
出
来
得
る
限
り
の
努
力
を
惜

ま
ぬ
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
消
防
団
の
仕
事
も
年
々
複
雑
化
し

て
お
0
、
な
さ
ね
は
な
ら
ぬ
こ
！
が

累
増
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
ま

す
。
近
代
化
学
の
発
展
に
シ
．
も
な
い

危
険
物
施
設
の
増
加
に
よ
る
特
殊
火

災
の
発
生
は
尊
い
人
命
が
失
な
わ
れ

て
お
る
原
因
の
大
半
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
さ
い
わ
い
中
里
村
で
は
こ
の
よ
う

な
事
例
は
ま
だ
発
生
し
て
お
り
ま
せ

ん
が
村
内
百
％
を
推
定
さ
れ
る
化
学

燃
料
の
普
及
を
考
え
る
時
、
人
命
に

か
、
わ
る
よ
う
な
事
態
が
、
絶
対
に

起
き
な
い
と
は
誰
が
断
書
で
き
る
で

引
揚
者
特
別
交
付
金
の
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
45
年
3
月
阻
日
ま
で

　
引
揚
者
特
別
交
付
金
の
請
求
に
つ

い
て
、
当
管
内
で
百
九
十
一
名
の
引

揚
者
の
方
の
請
求
書
を
県
民
生
部
援

護
課
に
送
付
致
し
ま
し
た
。
国
庫
債

券
受
頷
者
百
三
十
八
名
で
、
ま
だ
五

十
三
名
の
方
に
債
券
は
お
渡
し
し
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
逐
次
ま
い
り
ま
す

の
で
御
安
心
下
さ
い
。
な
お
、
ま
だ

詩
求
書
を
提
出
さ
れ
て
お
ら
な
い
引

揚
者
の
方
は
早
期
に
（
役
場
社
会
厚

生
課
民
生
係
）
手
続
き
を
し
て
下
さ

い
。一

、
講
求
期
間

　
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

　
で
で
す
。
但
し
引
揚
者
の
引
揚
げ

　
た
日
、
又
は
死
亡
者
の
死
亡
事
実

　
が
判
明
し
た
日
が
、
昭
和
四
十
三

　
駕
四
月
二
臼
以
後
で
あ
る
時
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
引
揚
げ
た
日
、
又
は

　
死
亡
挙
実
が
判
明
し
た
日
以
後
、

し
ょ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
消
防
団
と

し
て
も
、
ま
す
ま
す
防
災
体
制
の
確

立
、
消
防
力
の
充
実
強
化
の
面
に
力

を
入
れ
て
行
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
間
題
と

思
い
ま
す
．
こ
れ
ら
を
実
行
に
移
す

に
は
、
先
す
消
防
施
設
の
近
代
化
ガ

考
え
ら
れ
ま
す
。
激
増
す
る
危
険
物

施
設
に
先
行
す
る
手
段
．
じ
て
、
消

防
団
の
一
部
常
備
化
及
び
化
学
消
火

剤
の
導
入
等
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
研

究
を
重
さ
ね
て
こ
れ
ら
の
実
現
に
万

全
を
期
さ
ね
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
次
に

消
防
団
員
の
確
保
で
あ
り
ま
す
。
わ

れ
わ
れ
消
防
団
員
の
よ
り
ど
こ
ろ
は

も
ち
ろ
ん
自
分
達
の
村
は
、
自
分
た

ち
の
手
で
守
る
と
い
う
、
愛
郷
自
治

の
精
神
で
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
が

し
か
し
今
日
の
社
会
的
経
済
的
思
想

か
ら
し
て
、
現
代
の
若
者
達
が
す
・

ん
で
消
防
団
に
入
団
し
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
至
難

な
間
題
だ
と
翁
も
わ
れ
ま
す
。
ど
う

　
一
一
年
以
内
で
あ
れ
ば
請
求
出
来
ま

す
。

二
、
請
求
出
来
る
範
囲

　
①
外
地
に
終
戦
日
（
昭
和
二
十
年

　
八
月
十
五
日
）
ま
で
引
続
き
一
年

　
以
上
生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た

　
者
（
満
州
関
拓
民
に
つ
い
て
は
外

　
地
に
生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た

　
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
っ
て
も
よ

　
い
）

　
②
遺
族
講
求
の
場
合

　
（
イ
）
配
偶
者
（
ロ
）
子
（
ハ
）
父

　
母
（
二
）
孫
が
請
求
出
来
ま
す
。

か
村
当
局
及
び
村
民
の
方
々
か
ら
も

団
員
の
物
質
的
及
び
精
神
的
処
遇
の

改
善
を
真
に
お
考
え
い
た
だ
き
、
消

翻
膿
曇
離
痴
霧
れ
縮
防
団
長
就
任
の

単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
消
防
団
の
当

面
す
る
間
題
点
の
一
端
を
述
べ
、
村

民
各
位
の
ご
指
導
と
ご
協
力
を
お
願

中
里
村
税
条
例
一
部
改
正

　
　
　
　
　
　
　
固
定
資
産
税
の
納
期

韓
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
の
饗

鍵
難
舞
讐

ま
し
醤
て
今
月
は
・
昭
和
四
菱

年
度
分
固
定
資
産
税
の
第
一
期
分
の

納
期
で
婁
す
が
、
塞
墜

の
納
期
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
障

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
、
よ
り
一
層

の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◇
そ
の
他
の
お
知
ら
せ

　
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
は
、
法

定
免
税
点
（
八
万
円
》
以
下
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
課
税
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
ご
承
知

の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
農
地
以
外

の
土
地
の
課
税
標
準
額
が
毎
年
平
均

約
一
～
二
倍
す
づ
上
昇
い
た
し
ま
す

の
で
、
昨
年
ま
で
は
課
税
標
準
額
が

八
万
円
以
下
で
課
税
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
今
年
は
八
万
円
を
超
え
る
こ
と

と
な
り
、
課
税
さ
れ
る
方
が
約
四
十

名
程
お
り
ま
す
の
で
「
土
地
を
買
い

増
し
し
た
訳
で
も
な
い
の
に
課
税
さ

れ
た
」
と
よ
く
電
話
が
あ
り
ま
す
が

こ
の
点
充
分
ご
理
解
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

　　　一おしらせ一
農耕用の軽油兎税証の交付について

免
税
証
の
交
付
事

務
を
次
の
期
間
に
行

な
い
ま
す
の
で
出
来

る
限
り
こ
の
期
聞
に

手
続
き
を
し
て
下
さ

い
。

期
間
自
・
昭
和

四
十
四
年
四
月
二
十

五
日

至
・
昭
和
四
十
四
年

四
月
三
＋
日

　
変
付
場
所
＋
日

町
財
務
事
務
所
間
税

課◎
持
参
し
な
け
れ
ぱ

笛 第 第 第

四
期 瑚 期 期

翌
年
．

し
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十
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1・ 日 日 目

日 ま ま オ
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ま
一
ザ
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で て’ て一

一ト ’し

lI

月 1
L

ll
目
か

同 同 改

か ド

同
，
弓
塾

・
卜
量

月
1

正
1・

十 κ

日
ま

ll

ま
後

て一 で

な
ら
な
い
書
類

〔
一
〕
初
め
て
由
譲
さ
れ
る
方
、
並

　
に
新
し
く
軽
油
を
使
用
す
る
機
械

を
取
得
さ
れ
た
万

①
機
械
を
取
得
し
た
証
明
書
（
市
町

　
村
役
場
の
納
税
証
明
、
代
金
受
領

　
書
契
約
書
）
及
び
機
械
の
カ
タ
ロ

　
グ

②
農
業
委
員
会
の
発
行
す
る
耕
作
反

　
別
証
明
轡
（
共
同
の
場
合
は
全
昌
）

③
印
鑑
（
共
同
の
場
合
は
全
目
）

〔
二
〕
既
に
免
税
軽
油
使
用
者
証
の

　
交
付
を
受
け
て
居
る
方
で
有
効
期

　
限
の
あ
る
も
の

①
免
税
軽
油
の
使
用
者
証

②
農
業
委
員
会
の
発
行
す
る
耕
作
反

　
別
証
明
書
（
共
同
の
場
合
は
全
員
）

③
印
鑑
（
共
同
の
場
合
は
全
員
）

〔
三
〕
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効

　
期
限
が
切
れ
た
方

　
　
（
一
面
よ
り
つ
づ
く
）

る
現
今
の
教
育
を
考
え
、
改
め
て
そ

の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

科
学
の
進
歩
に
併
せ
て
、
精
神
文
明

の
再
興
を
心
か
ら
祈
ら
す
に
は
お
ら

れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
村
は
、
教
育
村
を
云
う
け
れ

ど
も
、
現
実
と
理
想
の
隔
絶
を
思
い

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
教
員
組
織
は

こ
の
数
年
間
で
、
か
っ
て
駆
歌
し
た

隆
盛
時
代
に
匹
敵
す
る
程
に
な
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
今
こ
そ
万
全
を
投

じ
て
、
将
来
の
教
育
村
を
夢
見
る
時

と
思
い
ま
す
。
心
か
ら
念
願
し
て
、

去
村
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　
〔
こ
に
準
じ
た
取
扱
い
と
な
り

　
ま
す
の
で
有
効
期
限
の
切
れ
た
免

　
税
軽
油
使
用
者
証
は
必
す
返
還
し

　
て
下
さ
い
。

身
体
障
害
者
（
児
）
手
帳

　
　
　
　
　
　
所
持
者
の
み
な
さ
ま

　
身
体
瞳
害
者
団
体
を
と
翁
し
て
皆

様
万
か
ら
強
い
要
望
の
あ
り
ま
し
た

乗
合
バ
ス
券
購
入
方
法
が
、
四
月
十

六
日
か
ら
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま

す
。
従
来
は
役
場
で
発
行
す
る
運
賃

割
引
証
明
書
と
、
身
体
障
害
者
手
帳

を
見
せ
て
、
バ
ス
券
及
び
回
数
券
を

購
入
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
四
月
十

六
日
か
ら
は
、
身
体
瞳
害
者
手
帳
の

写
翼
の
貼
っ
て
あ
る
部
分
を
開
い
て

見
せ
る
だ
け
で
、
割
引
さ
れ
た
バ
ス

券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

回
数
券
は
発
行
し
な
く
な
り
ま
す
。

な
お
、
現
在
身
体
瞳
害
者
用
の
回
数

券
を
持
っ
て
い
ら
れ
る
方
は
、
昭
和

四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
使
用

で
き
ま
す
。
そ
の
他
細
部
は
、
役
場

社
会
厚
生
課
民
生
係
ま
で
、
お
問
い

　　合　　わ☆☆せ　　下☆☆☆さ　　レ≧
☆☆

☆☆☆
☆☆

昭和44年4月15日とさカ・な（3〉獅4号（羅叢翻調）

退
任
の
．

　
　
　
　
　
　
前
消
防
田
長

　
私
こ
と
、
こ
の
た
び
健
康
に
勝
れ

す
、
三
月
三
十
一
日
付
を
も
っ
て
、

消
防
団
長
を
退
任
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
団
員
拝
命
以
来
四
十
年
間

皆
様
万
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
ご
指
導
と

ご
支
援
を
賜
り
大
過
な
く
過
し
て
来

ま
し
た
こ
と
、
衷
心
よ
り
厚
く
翁
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
省
り
み
れ
ぱ
消
防

組
、
警
防
団
、
消
防
団
と
改
称
さ
れ
、

更
に
村
の
合
併
と
共
に
、
消
防
団
が

合
併
し
、
そ
の
後
分
団
の
統
合
を
見

る
に
至
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
の
ご

推
薦
に
よ
り
、
中
魚
沼
消
防
地
区
支

会
監
學
、
新
潟
県
消
防
協
会
代
議
員

等
を
勤
め
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
幸

こ
あ
い
さ
つ

鈴
木
国
一
郎

い
に
し
て
私
の
微
力
の
労
、
認
め
ら

れ
て
消
防
庁
々
官
、
日
本
消
防
協
会

会
長
、
新
潟
県
消
防
協
会
々
長
中

魚
沼
消
防
地
区
支
会
々
長
、
よ
り
数

多
く
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。
誠
に

身
に
余
る
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま

す
。
在
任
中
消
防
器
具
、
機
械
の
飛

躍
的
進
歩
を
見
ま
し
た
が
、
皆
様
方

の
絶
大
な
ご
協
力
に
よ
り
、
ポ
ン
プ

自
動
嵐
を
始
め
、
小
型
動
力
ポ
ン
ブ
、

消
火
器
等
の
新
設
、
更
新
、
さ
ら
に

水
榴
の
増
設
、
被
服
整
備
と
着
々
充

実
し
た
団
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
こ

と
は
誠
に
喜
び
に
た
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
な
が
ら
、
文
化
の
進
歩
に
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胴

な
っ
た
、
化
掌
燃
料
、
電
気
器
具
、

新
建
材
等
の
普
及
に
よ
り
一
段
と
消
、

火
技
術
の
向
上
が
要
求
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
消
防
の

職
務
は
昼
夜
の
別
な
く
突
如
と
し
て
一

発
生
す
る
災
害
に
対
し
自
己
の
危
険
・

も
省
み
す
地
域
住
民
の
尊
い
人
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

財
産
の
保
護
に
当
る
重
大
貴
任
で
あ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

り
ま
す
。
そ
の
重
責
の
一
損
を
今
日

ま
で
背
負
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

モ
に
私
の
消
防
蕩
に
終
止
茎

う
つ
こ
と
に
な
り
、
感
慨
無
量
で
あ

り
ま
す
。
幸
い
当
村
に
は
極
め
て
適

任
の
後
継
者
が
多
数
翁
り
ま
す
の
で

よ
り
よ
き
活
躍
が
期
待
さ
れ
、
安
心

し
て
職
を
表
る
こ
と
が
出
来
る
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。
長
い
間
、
公
私
共

に
私
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
ご
厚
意
に

深
謝
し
、
今
後
共
よ
ろ
し
く
、
ご
交

の
点
数
は
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

一
年
以
上
の
間
、
交
通
違
反
を
せ
す

又
、
交
通
事
故
も
起
こ
さ
な
か
っ
た

時
．◎

交
通
違
反
に
つ
け
る
点
数
は

っ
た
、
化
掌
燃
料
、
電
気
器
具
、

，
建
材
等
の
普
及
に
よ
り
一
段
と
消

技
術
の
向
上
が
要
求
さ
れ
て
お
り

す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
消
防
の

務
は
昼
夜
の
別
な
く
突
如
と
し
て

生
す
る
災
害
に
対
し
自
己
の
危
険

省
み
す
地
域
住
民
の
尊
い
人
命
、

産
の
保
護
に
当
る
重
大
貴
任
で
あ

ま
す
。
そ
の
重
責
の
一
損
を
今
日

で
背
負
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

＼
に
私
の
消
防
活
動
に
終
止
符
を

ノ
つ
こ
と
に
な
り
、
感
慨
無
量
で
あ

り
ま
す
。
幸
い
当
村
に
は
極
め
て
適

並
の
後
継
者
が
多
数
翁
り
ま
す
の
で

感
り
よ
き
活
躍
が
期
待
さ
れ
、
安
心

レ
て
職
を
表
る
こ
と
が
出
来
る
次
第

v
ご
ざ
い
ま
す
。
長
い
間
、
公
私
共

』
私
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
ご
厚
意
に

深
謝
し
、
今
後
共
よ
ろ
し
く
、

り
点
数
は
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

年
以
上
の
間
、

叉
、

陀
．◎

交
通
違
反
に
つ
け
る
点
数
は

誼
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
、

退
任
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
去
る
二
月
九
日

査
　
長
岡
市
で
行
な
わ

．
　
格
れ
た
剣
道
昇
段
審

審
合
査
に
当
村
か
ら
も

　
　
　
　
人
田
沢
剣
道
ク
ラ
グ

段　　　　7

の
中
学
生
が
出
場

　
　
　
　
徒
し
・
七
人
が
初
段

昇
生
に
合
格
し
た
．

　
　
　
　
中
　
昨
年
八
月
の
昇

道
沢
段
審
査
に
妻

輯
田
子
中
学
生
を
ま
じ

　
食
　
　
　
　
え
て
、
十
三
人
が

　
　
　
　
　
　
　
合
格
し
て
い
る
が

今
回
と
あ
わ
せ
る
と
二
十
人
が
初
段

者
と
な
っ
た
訳
だ
が
、
昭
和
四
十
二

任
十
月
の
剣
道
少
年
団
結
成
以
来
わ

　
酒
飲
み
運
転
や
無
免
許
運
転
な
ど

特
に
危
険
性
の
高
い
も
の
は
、
九
点

八
点
、
七
点
、
六
点
の
四
種
類
に
分

け
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
他
の
違
反
は

二
点
、
一
点
の
二
種
類
で
す
。

す
か
一
年
五
ヵ
月
余
り
で
高
校
生
、

一
般
人
も
含
め
、
総
勢
三
十
余
人
の

有
段
者
が
誕
生
し
た
。
よ
き
指
導
者

の
も
と
で
、
日
頃
の
練
習
の
成
果
が

こ
の
栄
冠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
各
人
こ
れ
か
ら
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　
な
お
、
一
般
の
部
に
お
い
て
は
、

上
山
田
中
良
一
さ
ん
が
二
段
に
昇
段

新
入
学
児
童
・
新
入
園
児
の

　
　
　
　
　
　
交
通
事
故
防
止
運
動
に
つ
い
て

　
去
る
三
月
十
五
日
か
ら
四
月
二
十

日
ま
で
、
全
県
下
一
せ
い
に
、
新
入

学
児
童
、
新
入
園
児
の
交
通
寧
故
防

止
運
動
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
時

期
は
、
例
年
子
供
の
交
通
串
故
が
多

く
お
き
て
い
る
の
で
、
運
転
す
る
人

も
、
歩
く
人
も
、
皆
ん
な
が
注
意
し

し
、
昨
年
八
月
の
昇
段
審
査
に
十
日

町
実
業
高
校
生
、
芋
沢
の
大
島
孝
三

君
も
初
段
に
合
格
し
て
い
る
。
田
沢

中
の
昇
段
者
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ

る
。山

本
恵
吾
へ
一
年
）
上
原
章
（
一

年
）
吉
楽
幸
治
（
二
年
）
吉
楽
柳
一

（
二
年
）
樋
口
清
二
（
三
年
）
冨
井

武
夫
（
三
年
）
山
本
嘉
人
（
三
年
）

て
、
子
供
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
運

動
に
協
力
し
て
下
さ
い
。
特
に
次
の

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
注
意
し
て
下
さ

い
．◎

子
供
の
正
し
い
交
通
の
し

　
つ
け
は
家
庭
か
ら

　
家
庭
に
翁
け
る
事
故
防
止
の
た
め

の
話
し
合
い
が
必
要
で
す
。

◎
危
険
な
路
上
遊
戯
な
ど
に

　
対
す
る
一
声
注
意
の
励
行

　
人
の
子
と
思
わ
す
、
皆
ん
な
が
注

意
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◎
路
上
駐
車
、
放
置
物
件
の

　
　
願
掃

　
駐
車
々
両
の
か
げ
か
ら
の
飛
び
出

し
が
、
事
故
の
原
因
の
最
高
と
な
っ

て
い
る
。
事
故
の
原
因
は
む
し
ろ
、

駐
車
々
両
に
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。◎

子
供
と
老
人
は
赤
信
号
、
普
通
の

人
と
同
じ
考
え
万
で
運
転
す
る
と
、

事
故
に
な
る
場
合
が
多
い
の
で
、
特

別
の
注
意
力
が
必
要
で
す
。
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ご
交

　
　
　
　
　
交
通
違
反
を
せ
す

交
通
事
故
も
起
こ
さ
な
か
っ
た

◎
交
通
事
故
に
つ
け
る
点
数

春
を
背
に
猿
媚
び
る
だ
け
媚
び
て
寄

る
特
選
　
　
　
　
　
春
雷

ガ
イ
ド
涙
す
春
九
州
の
旅
終
る

特
選
　
　
　
　
　
え
つ
お

春
光
や
ま
つ
げ
の
虹
を
消
さ
す
歩
む

特
選
　
　
　
　
　
お
の
江

潮
ひ
い
て
晩
春
白
き
貝
の
殻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涼
子

雪
の
日
訪
れ
砂
の
虚
し
さ
呉
れ
た
老

姿
　
　
　
　
　
　
選
者
自
句

な
す
な
採
る
掌
を
ひ
ら
ひ
ら
と
陽
に

透
か
し

事
故
の
種
別

責
任
の
種
別

点
　
数

　
中
里
文
芸

　
　
　
－
四
月
投
句
ー

　
　
　
　
　
小
山
大
泉
選

特
選
　
　
　
　
　
加
寿
子

う
つ
う
つ
と
夢
む
雪
解
の
河
に
鳴
か

れ
　
（
春
眠
暁
を
お
ぽ
え
す
。
雪
解

け
の
河
鳴
り
も
夢
の
内
に
解
け
込
み

早
春
の
、
け
だ
る
さ
が
よ
く
表
現
さ

れ
た
佳
旬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砦
づ
お

茸
の
芽
の
そ
こ
ま
で
稚
児
の
試
歩
許

す
　
（
家
族
団
攣
の
ひ
と
＼
き
。
か

ぎ
り
な
い
幼
児
へ
の
愛
情
を
軽
妙
に

描
き
あ
げ
た
処
遇
不
足
が
な
い
）

何
処
よ
り
幼
女
等
莚
に
土
筆
添
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
記

風
邪
幾
日
窓
よ
り
想
う
外
の
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄
山

よ
ち
よ
ち
の
子
を
見
守
り
2
撒
飾
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
牛

雪
解
け
の
水
掌
に
痛
し
や
ま
め
釣
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
寿
子

春
を
讃
う
オ
ル
ガ
ン
ヘ
娘
の
指
白
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
人

お
く
れ
毛
の
揺
れ
て
や
さ
し
き
春
の

風
　
　
　
　
　
　
　
玉
泉

児
の
寝
思
か
す
か
に
和
し
て
春
の
雨

豊
作
の
希
い
も
新
た
水
温
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春

死
亡
事
故

責
任
の
程
度
が
重
い
と
き

同
　
　
　
軽
い
と
き

卜
、
．
一
占
山

　
じ
　
、

　
ナ
占
川

重
傷
事
故

責
任
の
程
度
が
重
い
と
き

同
　
　
　
軽
い
と
き

九
占
m

六
点

軽
傷
事
故

建
造
物
事
故

責
任
の
程
度
が
重
い
と
き

同
　
　
　
軽
い
と
き

六
占
川

四
点

井
の
蛙

雷

剣道昇段審査
者
と
な
っ
た
訳
だ
が

運
転
免
許
の
点
数
制
度
の

　
　
あ
ら
ま
し

　
　
　
　
　
施
行
昭
和
44

年
10
月
1
日
か
ら

法
令
の
公
布
昭
四
十
三
年
十
月
一
日

　
　
　
施
行
昭
四
十
四
年
十
月
一
日

た
だ
し
、
公
布
日
以
後
の
交
通
違
反

や
交
通
事
故
は
、
点
数
計
算
さ
れ
、

評
価
さ
れ
る
。

　
点
数
制
度
は
、
運
転
者
の
過
去
三

年
間
の
道
路
交
通
法
違
反
や
交
通
事

故
に
そ
の
内
容
に
応
じ
て
定
め
ら
れ

た
点
数
を
つ
け
、
そ
の
合
計
点
数
の

値
に
よ
っ
て
免
許
の
停
止
や
取
消
し

薄
る
制
屡
す
．
次
の
場
合
は
、

そ
れ
以
前
の
交
通
違
反
や
変
通
箏
故

◎
処
分
の
基
準
点
数
は

過
去
．
二
年
以
内
の
運
転

免
許
の
停
止
の
回
数
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◎
交
通
事
故
に
つ
け
る
点
数


